
○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
附
則
改
正
案
の
対
比
表

附

則

検
察
官
に
係
る
規
定
を
追
加
し
た
案

（
実
施
の
た
め
の
準
備
等
）

第
一
一
条
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
法
（
以
下
「
新
国
家
公
務
員

法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
二
条
に
規
定
す
る
般

職
に
属
す
る
職
員
を
い
う
：
以
下
同
じ
｝
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に

関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
国
家
公
務
員
法
第
五

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
及
び
法
律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
並

び
に
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
以
下
一
一
の
頂
く
及
び
次
項
並
び
に
次
条
か
ら
附

則
第
』
ハ
条
ま
で
に
お
い
了
同
じ
。
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の

他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

権
限
に
応
じ
、
任
命
権
者
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置

第
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
Ｈ
か
ら
施
行
す
る
た
だ
し
、
第
三
条
中

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
附
則
第
一
・
卜
五
項
の
改
正
規
定
及
び
第
七
条
中
自
衛
隊
法

附
則
第
六
項
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
’
八
条
（
裁
判
所
職
員
臨
時
階

置
法
（
昭
和
↓
一
ｌ
Ｌ
ハ
年
法
律
第
三
百
几
’
九
号
）
本
則
第
１
号
の
改
正
規
定
に
限
る

）
山
規
定
は
、
公
布
の
Ⅱ
か
ら
施
行
す
る

（
施
行
期
日
）

|jil

則

内
閣
人
事
局
案

（
傍
線
の
部
分
は
内
閣
人
事
局
案
か
ら
の
変
更
部
分
）
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５
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法

6

の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大
臣
は

、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人

事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備

に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
‐
）

し
、
新
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関

法
務
大
臣
は
、
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
施
行
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
‐
）
仁
対

の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ

（
次
項
及
び
附
則
第
１
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の

人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
ぬ
、
法
務
大
臣
は
、
長
期

的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及

び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
ｒ
一
、
法
務
大
臣
の
付
う
準
備
に
関
Ｌ

必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

６
※
検
察
官
に
対
す
る
附
則
第
↓
一
条
第
三
項
並
び
の
規
定
（
第
↑
↓
部
）

）

５
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法

２
任
命
権
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
Ｈ
（
以
下
「
施
行
Ｈ
と
↓
う
）
の
前
例

ま
で
の
間
に
、
施
行
Ｈ
か
ら
念
和
四
年
三
月
三
’
一
日
ま
で
の
間
に
年
齢
六
１
年
脂
‐

達
す
る
職
員
（
当
該
職
員
が
占
め
る
官
職
に
係
る
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
乃

国
家
公
務
員
法
（
以
Ｆ
「
旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
）
第
八
Ｉ
条
の
一
一
第
ゞ

項
に
規
定
す
る
定
年
が
年
齢
六
１
年
で
あ
る
職
員
に
限
る
一
Ｅ
対
し
、
新
国
家
公

務
員
法
附
則
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条
に
規
定
す
る
給
与
に
関
す
る
特
例

措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
職
員
が
年
齢
六
１
年
に
達

す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
ラ
ー

の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
同
日
の
翌
日
以
後
に
お

川
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
ぬ
る
も
の
と
す
る

３
※
特
定
地
方
警
務
官
に
対
す
る
附
則
第
二
条
第
二
項
の
読
替
え
一
第
皇
部
）

４
燕
研
究
施
設
研
究
教
育
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
条
第
一
↓
項
の
読
替
え
（
第
↑
部

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

す
る
特
例
措
置
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官
が
年
齢

六
十
三
年
に
達
す
る
日
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る

同
日
の

（
国
家
公
務
員
法
の
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
を
Ｌ
た

同
条
第
↓
項
に
規
定
す
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
新
国
家
公

務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
者
‐
と
い
う
｝
及
び
同
条
第
↓
項
に
規
定

１
る
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
Ｉ
年
以
上
退
職
者
（
次
項
に
お
い
て
「
新
自
衛
隊
法

に
よ
る
年
齢
六
十
年
以
上
退
職
者
」
と
い
う
ゞ
）
に
つ
い
て
適
用
す
る

２
任
命
権
者
は
基
準
日
（
令
和
五
年
四
月
日
、
令
和
七
年
四
月
Ｈ
、
令
和
九

年四月Ⅲ及び令和Ｉ年四月日をいう以Ｉこの項において同じ９※裁判所職員に対する附則第「条第一項の読替え（第二部）

８
※
防
衛
省
職
員
に
対
す
る
附
則
第
二
条
第
二
項
並
び
的
規
定
（
第
一
部
）

７
第
Ｌ
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
衛
隊
法
（
以
ｒ
「
新
自
衛
隊
法
」
と
い
う

）
の
規
定
に
よ
る
隊
員
（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
〃

第
八
条
か
ら
第
十
ゞ
条
ま
で
〔
Ｐ

下
同
じ
《
」
）
の
任
用
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の
円
滑
な
実
施
を

確
保
す
る
た
め
、
任
命
権
者
（
自
衛
隊
法
第
三
卜
条
第
↑
項
の
規
定
に
よ
り
隊
員

の
任
免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に
附
剛

の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

小
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
／
何
う
も
の
と
し
、
防
衛
大
臣
は
、
任
命
権
者

｝
に
お
い
く
同
じ
）
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
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務
員
法
に
よ
る
年
齢
六
卜
年
以
上
退
職
者
又
は
新
自
衛
隊
法
に
よ
る
年
齢
六
１
年
Ⅳ

上
退
職
者
と
な
っ
た
者
（
基
準
日
前
か
ら
新
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
伽
七
第

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
基
準
Ｈ
以
後
に
退
職
を
し
た
者
及
び
鼠

準
日
前
か
ら
新
自
衛
隊
法
第
四
’
四
条
の
Ｌ
第
一
項
又
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
勤

務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
退
職
を
し
た
者
を
含
む
）
の
う
ち
基
準
日
の
前
旧
に
お

い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
止
げ
短
時
間
勤

務
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院

規
則
で
定
坊
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
）
を

、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
卜
条
＠
－
第
ゞ
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
、
同
条
第
一

）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
④
一
川
三
Ｉ
Ｈ
ま
で
の
間
、
基
準
Ⅲ
に
お
け
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
新
国
家
公
務
員
法
第
太
１
条
の

第
ゞ
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
山
官
職
を
い
う
附
則
第
六
条
第
二
項
を
除
き

以
下
同
じ
）
を
占
酌
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
信
職
で
そ
の
職
務
が
当
該

短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
Ｌ
た
場
合
に
お
け
る
新

国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
以
Ｆ
こ
の
項

及
び
附
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家

公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
を
超
え
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
（
基
準
Ｈ
に
お
け
る
新
阿

家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
が
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
条
の
六
第
二
項
本
文
に

規
定
す
る
定
年
で
あ
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
限
る
）
及
び
こ
れ
に
相
当
う
る
基

準
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
の
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
炉

時
間
勤
務
の
官
臘
〈
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年

齢
引
上
げ
短
時
間
勤
務
官
職
と
い
う
）
に
、
基
潅
日
の
前
日
ま
で
に
新
国
家
公

－4－



・
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
以
ド
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
一
と
い
う
）
り
う
ら
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て
同
川
に
お
削
る
当
該

新
国
家
公
務
員
法
原
則
定
年
相
当
年
齢
引
し
げ
短
時
間
勤
務
官
職
に
係
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に
達
し
て
い
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
当
該
人

事
院
規
則
で
定
め
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
釣
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
又
は
転
任
す
る
こ
し
涼
、

で
き
な
い

３
平
成
ｌ
↓
年
１
月
↓
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
三
条
第
二
項
前
段
に
規
定

寸
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
伺

唄
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規
定
す
る
引
き
続
く
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
同
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
の
前
の
職
員
と
し
て

山
在
職
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る

４
川
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
四
第
項
若
し
く
は
第
八
卜
条
の
五
第
・
項

ｗ
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
又
は
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
条
第
項
若
し
く
は

第
二
項
又
は
附
則
第
五
条
第
項
若
し
く
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
臘

員
を
い
》
１
以
ド
同
じ
ゞ
一
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
が
あ
る
定
年
前
再
任
用
緬

時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
第
一
一
項
後
段
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
後
段
中
又
は
と
あ
る
の
は
、
又
は
国
家
公
務
員
法
等

山
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
以
下
こ
の
項
Ｅ
お
い
一

「
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
一
第
条
の
規
定
に
よ
る
改
派

前
の
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
四
第
項
若
し
く
は
第
八
Ｉ
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
、
令
和
元
年

国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第
項
若
し
く
は
第
一
一
項
若
し
く
は
附
則
第
一
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お
い
て
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
仰
上
第
｝
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
。
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
期
限
の
翌
冊
か
ら
起
算
１

《
に
年
を
超
え
左
い
範
囲
内
で
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
だ
し
、
そ
め

期
限
は
、
そ
の
職
員
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
一
第
項
に
規
定
す

る
定
年
退
職
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
る
一
一
と
が
で
き
な
い

７
新
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
｜
一
第
項
の
規
定
は
、
施
行
日
に
お
い
て
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
項
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
を
占
駒
た
ま
主
引
き
続
き

勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い

８
任
命
権
者
は
基
準
円
（
施
行
日
、
令
和
五
年
四
月
Ｈ
、
令
和
七
年
四
月
Ｈ

、
令
和
九
年
四
月
日
及
び
令
和
１
年
四
月
日
を
い
う
以
Ｆ
こ
の
項
に
お
い
一

五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
か
つ
て
採
用
さ
れ
て
令
和
元
年
国
家

公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
と
し
て
在

職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る

５
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
１
条
の
二
第
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
す

る
こ
と
と
さ
れ
、
か
つ
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限
（
同
項
の
期
限
又
は
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
を
い
う
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
同
じ
）
が
施
行
日
以
後
に
到
来
す
る
職
員
（
次
項
に
お
い
て
、
旧
国
家
公
務

員
法
勤
務
延
長
職
員
」
と
い
う
）
に
係
る
当
該
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
期
限

ま
で
の
間
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
条
の
三
第
一
項
又
は
第
一
一
項
の
規

定
に
よ
る
勤
務
に
つ
い
て
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
八
ｌ
条
の
上
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

６
任
命
権
者
は
、
旧
国
家
公
務
員
法
勤
務
延
長
職
員
に
つ
い
て
、
旧
国
家
公
務
員
法

勤
務
延
長
期
限
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
限
が
到
来
す
る
場
合
ｒ
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f

第
二
頃
に
規
定
す
る
定
年
）
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
防
る
職
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
１
．
又
は
転

任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

９
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
般
職
の
職
員
の
給
写
に
関
す
る
法
律
（
附
則

第
七
条
に
お
い
て
「
新
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
）
附
則
第
八
項
か
ら
第
十
大
喧

ま
で
の
規
定
は
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
に
は
瞳

Ⅲ
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
‐
第
五
項
又
は
第
六
項
切
規
定
卜

よ
る
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る

て
同
じ
）
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
ｌ
Ⅱ
ま
で
の
間
、
基
準
Ｈ
に
お
け
る

新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る

定
年
を
い
う
ゞ
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
〉
か
基
準
日
の
前

Ⅱ
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
同
川
が
令
和
三
年
三
川
三
１
Ⅱ
で
あ
る
場

合
に
は
、
同
日
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
二
第
二
頃
に
規
定
す
る

定
年
）
を
超
え
る
官
職
（
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
が
新
国
家
公
務

員
法
第
八
十
ゞ
条
の
六
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
定
年
で
あ
る
官
職
に
限
る
》
一
皮

び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
準
Ⅱ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る
官
職
に
、
基
準
日
か
ら
基
準
日
の
翌
年
の
三
月
三
卜
日
ま
で
の
間
に
新
国
家

公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
上
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
又
は
第
五
項
若
Ｌ
／
、

は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
の
前
日
に
お
い
て

同
日
に
お
け
る
当
該
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
（
同
日
が
令
和
三
年
三
月

用
し
な
い

ニ
ト
・
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
ｎ
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
心
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第
四
条
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
’
五
年
に
達
す
る
Ｈ
以
後

に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
Ｉ
Ｈ
（
以
下
↑
あ
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
年
齢
六
’

五
年
到
達
年
度
の
末
日
」
と
↓
う
）
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を

採
用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
別
表
第
１
に
規
定
す
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
が
占
め
る
官

職
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
行
政
執
行
法
人
の
官
聯
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職

（
以
下
こ
れ
ら
の
官
職
を
「
指
定
職
」
と
い
う
）
を
除
く
以
卜
↑
尻
項
及
び
次

喧
に
お
い
て
同
じ
ゞ
）
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十
条
の
一
第
一
項
に
規
定

３
る
定
年
（
施
行
Ｈ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
酌
る
年
齢
）
に
達
し
て
い
る
者
を
、
人
事
院
規

則
で
定
駒
る
と
こ
ろ
に
よ
い
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤

務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

l)LI

施
行
Ⅱ
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
一
第
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

Ｌ
た
者

旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
施
行
日
前
に

退
職
し
た
者
（
同
条
及
び
前
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
億

施
行
Ｈ
以
後
に
退
職
し
た
者
を
含
む
）

施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
Ｌ
た
者
（
前
一
一
号
に
掲
げ

る
者
を
除
く
‐
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
鈎
事
情
を
考
盧
し
て
帥
一
号
に
掲

げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

施
行
日
前
に
旧
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
旧
自
衛
隊
法
第
岡
’

四
条
の
三
の
規
定
及
び
附
則
第
八
条
第
五
項
又
は
第
六
項
一
Ｐ
］
の
規
定
に
よ
い
．

－8－



さ
れ
た
者
の
う
ち
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
期
が
満
了
Ｌ
た
こ
と
に
よ
り
退

職
し
た
者

川
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
（
前
三
号
に
掲

げ
る
者
を
除
く
）
の
う
ち
、
勤
続
期
間
そ
の
他
の
事
情
を
考
盧
し
て
前
三
号
に

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
Ｌ
」
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

九
施
行
Ⅱ
以
後
に
新
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
の
う
ち
、
前
各
号
ｒ

掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

３
前
二
項
の
任
期
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
任
期
は
人
事
院
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
更
新
す
る
｜
｜
し
」
が
で
き
署

勤
務
し
た
後
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
を
含
む
）
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ

る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者

２
令
和
十
一
年
三
月
三
１
Ｈ
ま
で
山
間
、
征
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
仁

、
年
齢
六
卜
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
《
て
、
そ
の
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
、
Ｌ

て
い
る
者
を
、
人
事
院
規
則
で
定
肋
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
め
他

の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
ｌ
条
の
六
第
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
し
た
者

↑
／
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
七
第
項
又
は
第
二
喧
尻
規

定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者

ゞ
一
一
施
行
日
以
後
に
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
一
第
・
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
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第
五
条
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
前
条
第
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
年
齢
六
’
五
年
到
達
年
度
の
末
日

ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官

職
（
指
定
職
を
除
ぐ
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
一
Ｅ
係
る
旧
国
家

公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
肋
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
券

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
定
年
（
施
行
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官

職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
油
る
年
齢
）
を
い
う
）
Ｅ
達
し
て
い
る
者
を

、
人
事
院
規
則
で
定
肋
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規

則
で
定
油
る
情
報
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定

め
、
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
‐

Ｚ
令
和
卜
｜
一
年
三
月
三
卜
Ｈ
ま
で
の
間
、
任
命
権
者
は
、
新
国
家
公
務
員
法
第
六

１
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
削
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
り
り
尚

、
年
齢
六
卜
五
年
到
達
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢
に

達
し
て
い
る
者
（
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
《
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
癖

時
間
勤
務
の
官
職
に
採
用
す
る
｝
一
と
が
で
き
る
者
を
除
く
一
を
、
人
事
院
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
従
前
の
勤
務
実
績
そ
の
他
の
人
事
院
規
則
で
定
靹
る
情
報

ｊ
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
任
期
に
つ
い
て
は
、
当
該
任
期
の
末
Ⅱ
は
、
第
項
若
Ｉ

／
＼
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
す
る
者
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
寸

る
者
の
年
齢
六
’
五
年
到
達
年
度
の
末
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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第
六
条
施
行
日
前
に
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
四
第
項
又
は
第
八
卜

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

「
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
」
と
い
う
）
い
う
も
、
こ
の
法
律
の
施
行

現
に
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
臘
を
占
め
る
職
員
は
、
施
行
Ｈ
に
、
附
則
第
四
条

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
ゞ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

Ｈ
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同

期
間
と
す
る

２
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
国

務
員
法
第
八
ｌ
↑
条
の
五
第
・
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
駒
る

は
、
施
行
日
に
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
め
と
み
な
す

場
合
に
お
い
て
、
当
該
採
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
職
員
の
任
期
は
、
同

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
Ｈ
に
お
け
る
旧
国
家
公
務
員
法
再
任
用
職
員
と
し

任
期
の
残
任
期
間
と
同
の
期
間
と
す
る

３
任
命
権
者
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
を
指
定
職
に
昇
任
Ｌ
、
又
は
転
任
す
る
こ

で
き
な
い

４
任
命
権
者
は
、
附
則
第
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
官
職

に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
肋
短
時
間

の
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

Ｈ
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三

び
第
四
項
の
規
定
を
準
州
す
る

１
戸
」
，
一
刈
三

｛
家
公

職
員 条

い
て

の
際

倍
弟採

用
施
行

て項
(ハ fT1

項
及

勤
務

I= ,L
l －

ｲず み
'ﾗTミ ／‐

二

J雷乃 〃1
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る
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
一
条
の
皇
第
二
項
に
規
定
ず
る
定
年
（
施
行
旧
以
後

設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
釦
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院

則
で
定
肋
る
年
齢
）
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
及
び
附
則
第
四
条
第
一
一
項
又
は

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し

又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
第
八
卜
条
の
六
第
芝

に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
た
職
員
以
外
の
職
員
を
、
指
定
職
以
外
砂
常
時
勤
務
を

す
る
官
職
に
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

５
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
卜
条
の
一
一

三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

と
あ
る
の
は
、
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
国
家
公
務
員
法
等
の
部

改
正
す
る
怯
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
一
令
和

年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
）
附
則
第
四
条
第
項
又
は
第
五
条
第

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は

価
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
旧
国
家
公
務
員
法
定
年
相
当
年
齢

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務

当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お

る
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
１

条
の
一
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
（
施
行
Ｈ
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の

事
院
規
則
で
定
ぬ
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
防
る
年
齢
）
を
い
う

）
に
達
し
て
い
る
職
員
及
び
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第

項
又
は
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
し
た
職
員
の
う
ち
当
該
職
員
を
昇
任

、
降
任
し
、
又
は
転
任
し
よ
う
と
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務

法
定
年
相
当
年
齢
（
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
常
時
勤
務
を
要
す

元をｰ 第
可 亘 T

わ貝 I 転 前甥
、4

，｣ 啓ノ 一－
１ｼi ｣『！

へ
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官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
㈹
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
め
て
い
る
贈
め

し
｜
し
た
場
合
に
お
け
る
第
八
卜
《
条
の
六
篭
一
項
に
規
定
す
る
定
年
を
い
う
）
↑

達
し
て
い
る
職
員
」
と
す
る

６
任
命
権
者
は
、
基
準
日
（
前
二
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
各
年
の
仙

月
↓
、
（
施
行
日
を
除
く
）
を
い
う
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
）
か
ら
基

準
日
の
翌
年
の
三
月
三
ｌ
ｌ
Ｈ
ま
で
の
間
、
基
準
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
（
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
六
第
一
一
項
に
規
定
す
る
定
年
（
短
時
間
勤
務

の
官
職
に
あ
っ
て
は
、
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
職
員
が
、
常
時
勤
務
を

要
す
る
官
職
で
そ
の
職
務
が
当
該
短
時
間
勤
務
の
官
職
と
同
種
の
官
職
を
占
防
て
い

る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
定
年
）
を
い
う
以
Ｆ
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
）
が
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
を
超
え
る
官

職
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
基
准
日
以
後
に
設
置
さ
れ
た
官
職
そ
の
他
の
人
事
院
規
則

で
定
め
る
官
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
止
げ
官
職
」

と
↓
う
）
に
、
附
則
第
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
基
準
日
の
前
脚
に

お
い
て
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
者
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
価
る
官
職
に
あ
っ
て
は
、

人
事
院
規
則
で
定
挽
る
者
）
を
、
同
条
第
ゞ
一
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
そ
の
者
を
採
用
Ｌ
よ
う
と
３
る
新
国
家
公

務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
窓

な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
、
附

則
第
四
条
第
一
一
項
又
は
前
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
基
準

日
の
前
日
に
お
哩
に
同
日
に
お
け
る
当
該
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係

る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
に
達
し
て
い
る
職
員
（
当
該
人
事
院
規
則
で
定
め
る
官
職
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７
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
国
家

公
務
員
法
第
八
十
二
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

伺
項
後
段
中
年
齢
六
卜
年
以
止
退
職
者
」
と
あ
る
の
は
国
家
公
務
員
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
〆
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
合

和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
」
と
い
う
）
附
則
第
四
条
第
．
項
第
占
弓
か
ら

第
三
号
ま
で
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
と

な
っ
た
日
若
し
く
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
年
齢
六

Ｉ
年
以
上
退
職
者
し
「
｜
又
は
－
と
あ
る
の
は
又
は
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法

等
改
正
法
第
・
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
条
の
四
第

項
若
し
く
は
第
八
ｌ
｜
条
の
五
第
↑
項
の
規
定
に
よ
り
か
っ
て
採
用
さ
れ
て
職
員
し
一

し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
、
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
第

項
若
し
く
は
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
項
若
Ｌ
く
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
望
“

っ
て
採
用
さ
れ
て
令
和
元
年
国
家
公
務
員
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
四
項
に
規
定

ず
る
暫
定
再
任
用
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
期
間
若
し
く
は
」
と
す
る
‐

８
平
成
Ｉ
年
１
月
一
日
前
に
新
国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ
・
一
条
第
一
一
項
前
段
に
規
定

す
る
退
職
又
は
先
の
退
職
が
あ
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ

り
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
同
条
第
一
噴
く
後
段
の
規
定
を
適
用
一

に
あ
っ
て
は
、
人
事
院
規
則
で
定
肋
る
蝋
員
）
を
、
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転
任

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
は
当
該
職
員
を
昇
任
し
、
降
任
し
、
又
は
転

側
し
よ
う
と
す
る
新
国
家
公
務
員
法
定
年
引
上
げ
官
職
に
係
る
新
国
家
公
務
員
法
定

年
に
達
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
、
第
四
項
の
規
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
す
る
新
国
家
公
務
員
法
第
六
１
条
の
一
一
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る

－ 14



第
七
条
暫
定
再
任
用
職
員
（
短
時
間
勤

間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

３
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
俸

当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
属
す
る
職
務

２
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

三
条
第
《
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
’
三
号

9

定
め
ら
れ
た
当
該
暫
定
再
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
Ｅ
規
定
す
る
勤
務
時

に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条
第
一
一
一
項
の
規
定
に
よ
り

短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
‐
Ｌ
た

ト
ー
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

喧
に
お
い
て
同
じ
）
ぬ
俸
給
月
額
は

退
職
時
に
特
定
地
方
警
務
官
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
警
察
法
第
五
’

六
条
の
二
第
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
警
務
官
を
い
う
）
｜
ｃ
あ
っ
た
者
に
は
、

前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

寸
る
場
合
に
は
、
同
項
後
段
に
規

い
も
の
レ
ー
エ
リ
る

司
日
前
の
当
該
退
職
又
は
先
の
退
職
定
す
る
引
き
続
く
職
員
Ｌ
ｌ
Ｉ

Ｌ
三
９
ブ
④
Ｌ
」
４
７
ヂ
勺

給
月
額
は
、
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務

の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
１

勤
務
を
し
て
い
る
暫
定
再
任
用
職
員
に
対
す

同
項
中
と
す
る
と
あ
る
の
は
、
に
、

法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
１
Ｌ

般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す

｝
第
五
条
第
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

務
の
官
職
を
占
め
る
暫
定
再
任
用
臘
昌
三
脚

、

と
ｌ
う
｝
を
除
く
以
下
こ
の
項
及
び
縦

場
合
に
適
用
さ
れ
る
般
職
の
職
員
の
給
与

の
前
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
含
ま
な

当
該
暫
定
再
任
用
職
員
が
定
年
前
再
任
用

’
て
の
在
職
期
間
に
側
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７
附
則
第
一
一
卜
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す

６
新
般
職
給
与
法
第
卜
九
条
の
し
第
一
唄
の
職
員
に
暫
定
再
任
用
職
員
が
含
ま
れ

る
場
合
に
お
け
る
勤
勉
手
当
の
額
の
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
ご
と

山
総
額
の
算
定
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
固
百
中
「
定
年

前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
あ
る
の
は
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及

び
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
重
祠
和
元
年
法
律
第
号
）
附

則
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
号
に
お
い
て
一
暫
定
再
任
胴

職
員
」
と
い
う
）
と
、
同
項
第
．
一
号
中
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
ゞ

と
あ
る
の
は
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
と
す
る

職
員
が
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
で
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る

↓
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
俸
給
表
の
定
年

訓
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
基
準
俸
給
月
額
の
う
ち
、
同
法
第
八
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
属
す
る
職
務
の
級
に

応
じ
た
額
に
、
・
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
’
三
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
釣
ら
‘
肌
た
当
該
暫
定
再
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
↓
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得

た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る

４
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
－
』

て
、
新
・
般
職
給
与
法
第
’
二
条
第
二
項
、
第
卜
六
条
第
二
項
及
び
第
葛
’
一
条
第

項
の
規
定
を
適
用
す
る
ゞ

５
暫
定
再
任
用
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
し
て
、
新
般

幟
給
与
法
第
十
九
条
の
凹
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
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９
暫
定
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
と
み
な
’

て
、
附
則
第
卜
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
第
一
卜
六
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
般

職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
、
第
六
条
第
ゞ
項

た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条
第
二
項
、
第
卜
条
、
第
卜
し
条
号
弔

項
並
び
に
第
一
Ｉ
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
ゞ

叩
附
則
第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
及
び
前
各
項
に
定
防
る
も
の
の
ほ
か
、
暫
定
再
任
用

職
員
の
任
用
そ
の
他
暫
定
再
任
用
職
員
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
規
則
で
定

め
る

る
法
律
（
昭
和
二
’
四
年
法
律
第
二
百
口
豆
の
規
定
並
び
に
↑
般
職
の
職
員
の
給
匂

に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
、
第
七
項
、
第
九
項
か
ら
第
１
項
ま
で
、
第
１
条

の
川
、
第
卜
条
、
第
卜
ゞ
条
の
一
一
、
第
卜
一
条
の
五
か
ら
第
卜
ゞ
条
の
し
ま
で
、

第
卜
条
の
九
、
第
卜
条
の
ｌ
、
第
１
三
条
の
一
及
び
第
卜
四
条
並
び
に
新
↓
般

職
給
与
法
第
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
尻
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に

は
適
用
し
な
い

８
附
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
五
条
第
》
項
若
し
く
は
第
二
項
、

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
を
占
め
る
職
員

に
対
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
捗
弱
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
巾
又
は
自
衛
隊
法
」
し
」
あ
る
の
は
、
自
衛
隊
法
」
と
、
第
四
１
ｈ
条
小

一
第
《
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
Ｉ
五
条
の
二
第
一
項
又
は
国
家
公
務
員
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
）
附
則
第
四
条
第
《
項
若
ｌ
／
、

は
第
二
項
若
－
）
く
は
第
万
条
第
項
若
ｌ
く
は
第
二
項
と
す
る
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（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
↓
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
卜
三
条
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法

第
卜
二
条
※
附
則
第
七
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

第
１
条
※
附
則
第
六
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

第
卜
条
※
附
則
第
五
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

第
九
条
※
附
則
第
四
条
並
び
の
規
定
（
第
二
部
）

（
自
衛
隊
法
の
・
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
※
附
則
第
三
条
並
び
の
規
定
（
第
一
部
｝

津
第
一
ゞ
卜
し
条
の
一
及
び
附
則
第
ト
ー
項
か
ら
第
’
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
Ｒ

以
後
に
退
職
し
た
同
条
に
規
定
す
る
若
年
定
年
退
職
者
で
あ
っ
て
、
退
職
の
Ｈ
に
お

い
て
定
ぬ
ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
日
が
施
行
Ｈ
以
後
で
あ
る
２
；

の
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
退
聡
の
Ⅱ
に
お
い
て
定
職

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
に
達
す
る
、
が
施
行
Ｈ
前
で
あ
る
同
条
に
規
定
す

る
若
年
定
年
退
職
者
及
び
施
行
日
前
に
退
職
し
た
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
二
Ｉ
Ｌ
条
の
一
に
規
定
す
る
若
年
定
年

退
職
者
に
係
る
若
年
定
年
退
職
者
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

観
壊
弟

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
へ
伽
委
任
）
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（
検
討
）

第
１
而
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に

お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の

状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
（
附
則
第
１
ｋ

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
若
し
く
い
新
自
衛
隊
法
に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年
齢
に
よ
る

降
任
等
若
し
く
い
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
定
年
前
再
任
用
短
時

間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る
制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
六
’
三
年
に

達
し
た
検
察
官
の
任
用
に
関
連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基

づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、
国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員

法
第
八
Ｉ
条
の
一
第
二
項
（
附
則
第
卜
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
所
職

員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
‐
）
“
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改

止
前
の
検
察
庁
法
第
一
１
－
条
又
は
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
一
一
第
二
項
に
規
定

す
る
定
年
の
前
後
で
連
続
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、
国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ

い
て
、
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

第
１
四
条
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
防
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
打

に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
（
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
規
則
）
で
定
め
る

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
部
改
正
）
一
Ｐ
］
※
下
審
査
巾
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（
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
ゞ
部
改
正
）

第
卜
八
条
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
↑

本
則
第
固
石
中
「
執
行
官
に
つ
い
て
山
下
に
「
第
六
１
条
の
；
を
加
え
、

「
第
八
Ｉ
↓
条
の
六
ま
で
を
「
第
八
Ｉ
条
の
八
ま
で
並
び
に
附
則
第
八
条
及
び

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
改
正
）

第
卜
七
条
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
卜
↑

よ
う
に
改
正
す
る

第
五
Ｉ
九
条
第
二
項
中
一
第
八
１
．
条
の
二

｜
’
第
一
項
中
人
事
院
規
則
で
定
ぬ
る
も
の
を

人
の
長
が
定
油
る
も
の
を
除
く
」
と
『
同
条
第

第
ゞ
項
各
号
及
び
第
二
項
、
第
八
Ｉ
条
の
六

項
各
号
並
び
に
同
法
附
則
第
十
九
条
第
三
項

条
㈹
三
第
二
項
」
を
一
第
八
Ｉ
条
の
五
第

」
に
改
め
、
と
き
は
」
と
の
一
卜
に
「
、
同

第
１
六
条
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
一

う
に
改
正
す
る

」
を
「
と
、
同
法
附
則
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
一
１
条
中
と
’

て
人
事
院
規
則
で
と
あ
る
の
は
「
と
し
て
行
政
執
行
法
人
の
長
が
し
｜
、
何
項
巾

一
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
」
と
、
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
長
が
定

め
る
年
齢
」
と
、
‐
と
す
る
‐
に
改
め
る

人
事
院
の
承
認
を
得
た
」
と
あ
る
ｍ
は

延
長
を
し
た
」

’
四
年
法
律
第

第
二
項
各
号
を
一
第
八
Ｉ
条
の

除
く
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法

二
項
各
号
、
刷
法
第
八
Ｉ
条
の
澁

第
二
項
並
び
に
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第

及
び
第
五
項
の
表
に
、
第
八
’

三
項
及
び
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第
二
項

条
第
圭
唄
中
「
延
長
を
し
、
か
つ
、

年
法
律
第
百
一
一
号
｝
ぬ
部
を
次
の

Ｌ
一

号
）
の
部
を
次
の
ｋ

を
加
え
、
と
う
る
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（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
・
部
を
次
の
よ
う
に
改
砿

す
る第
’
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号

の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
炉

第
十
上
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
上
条

第
二
項
、
第
１
条
及
び
第
十
七
条
第
↓
項
第
一
号
の
項
中
「
、
第
六
条
第
一
一
項
た

だ
し
書
」
を
一
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
馳
る
‘

第
一
・
十
三
条
第
一
項
中
一
の
定
ぬ
る
一
を
一
で
定
め
る
」
に
、
「
第
八
Ｉ
条
の

五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る

第
二
Ｉ
四
条
の
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
一
‐
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

』
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項

を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
一
第
十
条
の
四
」
を
一
第
八
条
第
四

項
か
ら
第
１
項
ま
で
、
第
十
条
の
四
一
に
、
一
再
任
用
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
約
、
同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
一
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
二
疋
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

第
二
十
五
条
の
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
１
一
条
、

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
’
三
条
の
項
中
一
第
六
条
第
一
項
及
び
第
一
《

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
怯
律
の
部
改
正
）

第
卜
肌
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
閏
す
る
法
律
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

１
る第
卜
六
条
の
表
第
八
条
第
’
二
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
’
二
条
第
二
項
第
二
号

い
項
中
一
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
明
短
時
間
勤
務
職
員
」
に

改
め
、
同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る

第
１
し
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
七
条

第
二
項
、
第
卜
条
及
び
第
卜
Ｌ
条
第
一
項
第
固
巧
の
項
中
、
第
六
条
第
一
↓
項
た

た
し
書
」
を
一
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
及
び
を
並
び
に
」
に
、
両

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

第
一
卜
三
条
第
↓
項
中
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
但
、
１
第
八
１
条
㈱

五
第
三
項
」
を
「
第
六
卜
条
の
一
第
三
項
」
に
改
肋
る

第
二
’
四
条
の
表
第
卜
《
一
条
第
・
一
項
第
二
号
の
項
中
閂
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

Ｌ
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
勘
、
何
表
第
卜
止
ハ
条
第
三
項
の
項

を
削
り
、
同
表
第
’
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中
一
第
１
条
の
山
を
一
第
八
条
第
四

項
か
ら
第
’
一
項
ま
で
、
第
卜
条
の
四
」
に
、
再
任
用
職
員
」
を
定
年
前
再
征

用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
、
同
表
第
三
’
二
条
第
項
の
項
中
一
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
ぬ
る

第
一
一
卜
五
条
の
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
卜
条
、

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
二
卜
三
条
の
項
中
一
第
六
条
第
一
項
及
び
第
一

第
九
条
一
に
改
め
、
本
則
第
１
号
中
「
第
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第

項
第
三
号
」
に
改
め
る
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項
」
を
一
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

第
一
十
ｋ
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」
を
一
で
定
め
る
」
に
、
一
‐
第
八
－
条
の

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
条
の
五
第
三

項
」
を
一
第
六
卜
条
の
二
第
三
項
」
に
、
壽
弟
凹
卜
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四

十
条
の
一
第
三
項
」
に
改
坊
、
同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
Ｉ
｜
条
の
四
第

一
項
又
は
第
八
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四

条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

一
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
卜
四
条
の
五
第
一
項
」
を
舞
弟
四
Ｉ
条
の
二

第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
一
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「

自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
四
卜
四
条
の
四
第
一
項
、
第

四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
削
急

附
則
を
附
則
第
一
項
と
Ｌ
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
一
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し

、
附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る

読
替
え
）

２
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
二
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
ご
に
、
国
家
公
務
員
洙
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

、

項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
再
任
用
短
時

間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
酌
る

第
二
’
六
条
第
↓
項
中
一
の
定
め
る
」
を
一
で
定
駒
る
に
、
｜
第
八
卜
《
条
の

四
第
ゞ
項
又
は
第
八
ｌ
ゞ
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
ｈ
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
卜
条
の
一
第
二
項
に

規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
釣
る

第
三
卜
し
条
第
一
項
の
表
第
二
卜
三
条
第
一
項
の
項
中
一
第
八
十
㎡
条
の
五
第
三

項
」
を
「
第
六
１
条
の
．
－
第
三
項
」
に
、
「
第
四
’
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四

Ｉ
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
、
同
表
前
条
第
項
の
項
叩
第
八
卜
《
条
の
四
第

一
項
又
は
第
八
’
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
１
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
ゞ
項
又
は
第
四
Ｉ
川

条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
卜
｜
条
の
二
第
・
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
巾
「
第
四
’
四
条
の
五
第
↓
項
」
を
「
第
四
Ｉ
条
の
↑

第
↓
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
自
衛
隊
法
第
四
卜
四
条
の
五
第
一
項
」
を

自
衛
隊
法
第
四
ｌ
《
条
の
》
一
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
四
条
の
四
第
↓
項
、
第

四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
削
る
〆

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
伺
項
に
見
出
し
と
し
て
（
施
行
期
日
｝
を
付
Ｉ
｝

‐
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る

（
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る

読
替
え
）

２
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
巾
一
）
と
す
る
と
あ
る
の
は
、
。
に
、
国
家
公
務
員
法
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
’
七
条
の
規
定
に
よ
り
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4151 児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
）

‐
読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
駒
ら

加
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る

３
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
二
別
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
項
」
と
す
る

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
青

第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
‐
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

額
と
す
る
」
と
す
る
‐

関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
‐
几
号
）
第
卜
七
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

条
ま
で
及
び
附
則
第
四
項
」
と
す
る

す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
第
二
Ｉ

勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

、

,し、
一〆

刻’

た

同
項
中
二
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
《
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

ゞ
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
訓
ｌ
「
前

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
一

第
二
Ｉ
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関

一
般
職
”
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

写

今
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
二
十
条
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
部
を
次
の
上

～酒q

新
三rL

回又
一

幸
執
殼
） 読

み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
肋
ら

加
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
撒

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
と
す
る
ゞ

３
第
一
↓
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
め

規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
一
項
と
す
る
ｒ
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（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
等
の
部
改
正
）

第
二
Ｉ
ゞ
一
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中

卜
条
の
二
第
一
項
（
」
に
改
め
る

（
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
二
１
条
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

・
一
百
五
卜
七
号
）
の
｜
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
三
卜
し
条
第
↑
項
第
一
号
中
「
附
則
第
卜
六
条
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
改
坊

、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
卜
三
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
Ｅ
改
肋
る

第
五
条
第
二
項
中
「
第
八
Ｉ
｜
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
Ｉ
条
の
五
第
喧
屈

規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る

も
め
」
を
「
第
六
卜
条
の
二
第
《
一
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

」
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
ｒ

改
め
る
ｒ

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
中
一
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
油
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中

「
の
定
め
る
」
を
一
で
定
め
る
」
に
改
釣
る

第
Ｌ
条
第
二
項
中
「
の
定
め
る
」
を
一
で
定
め
る
に
、
「
再
任
用
短
時
間
勤
務

職
員
催
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
械
ろ

第
卜
粂
、
第
卜
七
条
第
↓
項
第
国
石
及
び
第
二
卜
三
条
中
再
任
用
短
時
間
勤

蕗
職
員
」
を
一
定
年
前
再
任
明
短
時
間
勤
務
職
員
」
に
改
め
る

う
に
改
旺
す
る

第
八
卜
条
の
五
第
↓
喧
〈
を
「
第
六
、

C
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（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
部
を
改
正
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
一
・
卜
四
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
１
ｈ
年

法
律
第
六
十
二
号
）
山
↓
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
炉

附
則
第
四
項
中
「
附
則
第
二
ｌ
項
」
を
一
‐
附
則
第
卜
三
項
に
改
め
る

（
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
二
’
三
条
国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
の
部
を
次
の
よ
う
】
仁
改

止
す
る

第
条
巾
「
限
り
、
同
法
第
八
十
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
ｌ
ゞ
条
の
五
第

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
を
「
限
る
」
に
改
恥
る

第
五
条
の
表
第
一
条
の
項
中
「
同
法
第
八
卜
条
の
凹
第
↓
項
又
は
第
八
Ｉ
条

の
五
第
↓
項
」
を
一
限
る
」
に
‐
自
衛
隊
法
〈
昭
和
二
’
九
年
法
律
第
百
六
１
Ｋ

号
）
第
四
‐
１
四
条
の
四
第

第
一
項
」
を
「
限
り
、
自

五
条
の
二
第
・
項
の
規
定

条
の
四
第

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
部
を
改
正
す
る
法
律
の
部
改
正
）

国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
一
’
四
年
法
律
第
百
ｌ
Ｌ
ｐ
垣
第
一
一
条
第
↑
号
ィ

｜
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
寺

る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
ヒ
ー
六
号
）
第
六
卜
粂
第
三
項
、
第
五
項
た
だ
ｌ

書
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
卜
｜
｜
項
、
第
１
上
項
及
び
第
↓
↓
’
九
項

一
｜
国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
ｌ
年
法
律
第
亘
－
１
乢
号
）
第
二
条
第
↓
項

ゞ
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
項
又
は
第
四
卜
五
条
の
、

限
り
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
ニ
ト
九
年
法
律
第
百
六
’
五
号
）
第
四
１

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
を
除
く
に
改
め
る
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第
一
｜
’
五
条
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
Ｌ
年
法

律
第
百
’
五
号
）
の
部
を
次
卯
よ
う
に
改
正
す
る

附
則
第
六
条
第
項
中
一
附
則
第
一
一
十
六
項
を
「
附
則
第
’
八
項
否
に
改
め
る

怪
域
法
の
↑
部
改
正
）

第
二
卜
六
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
一
附
則
第
一
《
卜
項
」
を
「
附
則
第
’
一

項
」
に
《
’
第
一
一
’
三
項
」
を
「
第
’
五
項
」
に
、
’
第
》
一
’
六
項
を
「
第
卜
八
項

」
に
改
称
る
ゞ

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
’
八
年
法

律
第
五
ｌ
号
）
第
三
卜
条
第
三
項
第
号

《
国
家
戦
略
特
別
区
城
法
（
平
成
卜
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
１
乢
粂
の
二
箒

（
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
二
卜
し
条
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
八
年
法
律

第
七
１
号
）
山
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
ゞ

第
四
条
第
二
号
中
「
第
八
Ｉ
粂
砂
↓
一
第
》
項
を
一
第
八
Ｉ
条
の
六
第
項

に
、
一
第
八
Ｉ
条
の
三
第
ゞ
項
」
を
一
第
八
Ｉ
条
の
Ｌ
第
》
項
」
に
改
釣
る

（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
及
び
国
家
戦
略
特
別

第
１
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中

四
項
第
国
万

国
家
公
務
員
法
第
八
Ｉ

裁
判
所
法
（
昭
和
一
一
ト
ー
年
法
律
第
五
Ｉ

－26－



（
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
駒
的
国
有
林
野
の
管
琿

経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
《
部
改
正
）

第
一
一
十
八
条
国
有
林
野
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進
を
図
る
た
め
の
国
有
林

野
の
管
理
経
営
に
関
す
る
法
律
等
の
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
《
↓
’
四
年

法
律
第
四
十
二
号
）
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

附
則
第
三
１
条
中
司
附
則
第
二
’
四
項
を
「
附
則
第
’
六
項
に
改
め
る

第
卜
条
の
表
第
四
条
第
二
号
の
項
中
二
弔
八
‐
卜
｜
条
価
二
第
項
を
「
第
八

‐
Ｉ
｜
条
の
大
第
↓
項
に
、
第
四
卜
四
条
の
一
第
唱
（
を
第
四
ｌ
Ⅳ
四
条
の
升

第
一
項
」
に
、
「
第
八
‐
Ｉ
条
の
三
第
項
」
を
「
第
八
‐
卜
条
叩
Ｌ
第
ゞ
項
》
‐

、
壼
弟
四
十
四
条
の
三
第
↓
項
」
を
第
四
’
四
条
の
七
第
｜
項
に
改
め
る

国
家
公
務
員
法

同
法 条

の
幹
弔
項

裁
判
所
法
（
昭
和
一
一
’
一
年
法
律
第
五
Ｉ

几
号
）
第
五
十
条
叉
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

法
一
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
準
用
国
家

公
務
員
法
一
と
い
う
｝

九
号
）
第
五
１
条
又
は
裁
判
所
職
員
臨
時

措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

法
第
八
卜
条
の
二
第
・
項

準
用
国
家
公
務
員
法

．』・

筵に
改
め
る
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（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
部
改
正
）

第
三
１
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
十
五
年
法
律
第
百
八
口
互
切

｜
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
十
六
条
第
一
頃
た
だ
し
書
中
一
の
定
め
る
」
を
一
で
定
め
る
」
に
、
一
‐
第
一
一
卜

条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号
」
に
改
防
る

（
雇
用
保
険
法
等
の
・
部
を
改
正
す
る
法
律
の
↑
部
改
正
）

第
三
ｌ
ゞ
条
雇
用
保
険
法
等
の
ゞ
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
《
’
九
年
法
律
第
’

四
口
亘
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

附
則
第
十
四
条
第
一
項
巾
以
下
こ
の
条
」
を
一
次
項
」
に
、
『
新
退
職
手
当
法

（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
怯
律
山
部
改
正
）

第
三
十
条
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
離
（
平
成
マ
ト
五
年
法
律
第
百
八
号
）
の

部
を
炊
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
’
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
の
定
め
る
を
で
定
酌
る
仁

（
被
用
者
年
金
制
度
の
《
元
化
等
を
図
る
た
比
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
｜
一
卜
凡
条
披
用
者
年
金
制
度
の
当
兀
化
等
を
図
る
た
肋
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
卜
四
年
法
律
第
六
’
三
号
）
仇
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る

附
則
第
三
’
五
条
第
四
項
中
一
係
る
」
の
卜
に
「
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

止
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
号
）
第
《
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

を
、
「
昭
和
一
・
’
二
年
法
律
第
百
一
１
号
」
山
下
に
？
以
下
一
一
の
項
に
お
い
て

旧
国
家
公
務
員
法
」
と
い
う
を
加
え
、
「
、
国
家
公
務
員
法
」
を
、
旧
国
家

公
務
員
法
」
に
、
（
国
家
公
務
員
法
」
を
一
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
、
及
び

国
家
公
務
員
法
一
を
「
及
び
旧
国
家
公
務
員
法
」
に
改
酌
る

｜
改
め
る
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る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
↓
｜
卜

よ
う
に
改
正
す
る

う
に
改
正
す
る
？

部
を
改
正
す
る
法
律
の

｜
部
改
正
）

（
新
設
）

（
新
設
）

附
則
第
一
一
’
五
項
」
を
一
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
附
則
第
Ｌ
‐
Ｌ
項
に
改
め
る
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